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平成 22年 11月 25日 

社会保障審議会 介護保険部会 

 部会長 山 崎  泰 彦 殿 

社会保障審議会介護保険部会 

委員 川合 秀治 

 

 

 

コンクリートから人へコンクリートから人へ
＊民主党のマニフェスト ! or ？

＊「ｐａｙ ａｓ ｙｏｕ ｇｏ」の原則

＊このままでは・・・

壊滅的状況に

＊介護保険は『介護事故』のため

＊補足給付は『福祉的救貧対策』

＊約１２００億円の政治判断
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居宅介護支援の自己負
担導入（※２）
居宅介護支援月１千円、介護
予防支援月５百円の自己負担

▲９０億円程度 ▲８０億円程度

補足給付の支給要件の
厳格化（※２）
市町村が施設入所前世帯の
所得などを支給要件に追加可
能

▲２０億円程度 ▲３０億円程度

多床室の室料負担の見
直し（※２）
第４段階以上から３施設の多
床室の室料月５千円を徴収

▲４０億円程度 ▲５０億円程度

軽度者の自己負担の引
き上げ（※２）
予防給付の自己負担２割

▲１２０億円程度 ▲１００億円程度

公費：５３０億円
国庫：２７０億円
地方：２６０億円

【利用者負担増
による捻出】

【平成２０年度の
補足給付額】

【社保審介護保険部会に提出された保険料軽減措置
（基金取り崩し以外のもの）】

項 目 国 庫 地 方

高所得者の自己負担引
き上げ（※１）
第６段階の自己負担２割、高
額介護サービス費の上限維持

▲１１０億円程度 ▲１００億円程度

第２号保険料の総報酬割

１／３導入（※１）
▲４３０億円程度

合 計：２,３９７億円

公 費：１,１９８億円
（※３） 国庫：４８８億円

地方：７１０億円

保険料：１,１９８億円

（※４）

（内訳）

補足給付の公費負担相当額を保険料軽減
措置にあてることで、利用者負担増を抑える
ことが出来る！（※３）或は、補足給付の保
険金分をコンクリートから回せば・・・（※４）

補足給付は本来、介護保険財
源からではなく、福祉予算から
捻出されるべきものである。

（第３６回社会保障審議会介護保険部会資料より作成）

第５期介護保険料水準抑制のためには、補足給付の財源見直しを！

 


